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交　　通　　局

　福岡市交通局会計規程の一部を改正する規程を制定し、ここに公布する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市交通事業管理者　　小 野 田　　勝　　則　　　　

福岡市交通事業管理規程第14号

　　　福岡市交通局会計規程の一部を改正する規程

　福岡市交通局会計規程（昭和56年福岡市交通事業管理規程第28号）の一部を次のように

改正する。

　目次中「第16条」を「第16条の 2」に、「第84条」を「第84条の 2」に改める。

　第 7条中「総務部財務課長（以下「財務課長」という。）」を「財務課長」に改める。

　第10条第 1項ただし書中「管理者が特に認めた物品については、帳簿による整理を省略

することができる」を「第59条の 2各号に掲げる物品についてはこの限りではない」に改

め、同条の次に次の 1条を加える。

　（総務課長の帳簿）

第�10条の 2　前条に定めるもののほか、総務課長は、次に掲げる帳簿を備え付け、その主

管に属する事項を整理しなければならない。

　あ　入札保証金整理簿

　い　契約保証金整理簿

　第11条中「前条」を「第10条」に改め、「営業部」及び「運輸部」を削る。

　第12条第 1項第 7号及び第 8号を削る。

　第14条第 1項中「、小切手」を削る。

　第 4章中第16条の次に次の 1条を加える。

　（現金等の亡失、き損の報告）

第�16条の 2　企業出納員、現金取扱員、資金前渡者及び地方公営企業法（昭和27年法律第
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292号）第33条の 2において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の 2の

規定により公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者（以下「指定公金事務取扱者」

という。）は、その保管又は取り扱う現金、有価証券若しくは譲渡性預金証書を亡失し、

又はき損したときは、直ちにその原因を明示して現金等亡失、き損報告書を作成し、こ

れを管理者に提出しなければならない。

　第19条第 1 項中「営業部営業課（以下「営業課」という。）」を「営業課」に改め、

「（昭和27年法律第292号）」を削り、同条第 3 項中「地方公営企業法第33条の 2 におい

て準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の 2 の規定により公金の徴収又は

収納の事務の委託を受けた者（以下「指定公金事務取扱者」という。）」を「指定公金事

務取扱者」に改める。

　第26条の見出し中「収入計箋及び」を削り、同条中「総務部財務課（以下「財務課」と

いう。）」を「財務課」に改め、「、これを収入計箋を作成添付のうえ」を削る。

　第36条第 1項中「小切手とともに」及び同項後段を削る。

　第37条第 1項中「小切手とともに口座振替支払通知書を出納取扱金融機関に交付して」

及び同項後段を削り、同条に次の 1項を加える。

3 �　財務課に属する企業出納員は、第 1項の規定による支出をするときは、出納取扱金融

機関に口座振替支払通知書を交付し、又は出納取扱金融機関との間に結合を行っている

通信回線を使用して支払の内容に係る情報を送信しなければならない。

　第38条及び第39条を次のように改める。

第38条及び第39条　削除

　第41条第 2項中「総務部職員課長（以下「職員課長」という。）」を「職員課長」に改

め、同項ただし書中「総務部職員課職員係長」を「職員課職員係長」に改める。

　第57条を次のように改める。

第57条　削除

　第59条中「によりする」を「により区分する」に改め、同条に次の 1項を加える。

2 �　企業出納員は、決算品（有形固定資産を除く。）にあつては備品台帳、物品出納簿及

び乗車券受払簿により、貯蔵品にあつては貯蔵品出納簿により、不用品にあつては不用

品整理簿によりそれぞれその出納を整理しなければならない。

　第59条の次に次の 1条を加える。

　（帳簿記載の省略）

第�59条の 2　次の各号に掲げる物品については、前条第 2項の規定にかかわらず、帳簿に

よる整理を省略することができる。

　あ　官報、公報、新聞又は雑誌その他これらに類するもの

　い　宣伝又は贈与の目的をもつて購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

　う　儀式、祭典及び諸会合に使用するため購入し、直ちに費消するもの

　え　出張先で購入し、直ちに費消するもの

福岡市公報
第7223号
（別冊22）

－ 2 －

令和８年３月30日



　お　修理のため購入し、直ちに取りつけ又は費消するもの

　か　試験、検査等のため購入し、直ちに費消するもの

　き�　前各号に掲げるもののほか、消耗品及び原材料で、企業出納員が受け入れた後、直

ちに使用に供し、又は保管転換する等のため、払出しを行うもの

　く　その他管理者が指定するもの

　第61条を次のように改める。

第61条　削除

　第64条を次のように改める。

第64条　削除

　第65条の見出しを「（貯蔵品の交付請求）」に改める。

　第70条に次の 1項を加える。

2 �　前項の保管換は、物品保管換伝票により行うものとする。ただし、第59条の 2各号に

掲げる物品については、物品保管換伝票の作成を省略することができる。

　第71条の次に次の 1条を加える。

　（物品の整理）

第�71条の 2　企業出納員は、次の各号に掲げる物品について備品整理票を付けて整理しな

ければならない。ただし、備品整理票を付けることができないとき、又は不適当なとき

は、その他の適切な方法により表示し、帳簿との照合に支障のないようにしなければな

らない。

　あ　有形固定資産のうち、工具器具及び備品

　い�　簿外物品のうち、その性質又は形状を変じることなく相当長期間にわたり使用でき

るもの及びその性質が消耗性のものであつても標本、陳列品又はこれらに類するもの

として保管するもの

　第10章中第84条の次に次の 1条を加える。

　（減損に係る会計処理）

第�84条の 2　財務課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することがで

きない減損が生じたもの又は別に定めるところにより減損損失を認識すべきものについ

て、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減

損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を

行わなければならない。

　別表第 1備考以外の部分を次のように改める。

別表第 1

設置箇所 企業出納員 取扱事務

総務課 総務課長 総務係長 収納金の収納及び物品の出納

広報戦略課 広報戦略課長 企画係長 収納金の収納及び物品の出納
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職員課 職員課長 職員係長 収納金の収納及び物品の出納

教習所
教習所長

人材育成係

長
収納金の収納及び物品の出納

財務課
財務課長 会計係長

金銭の出納、物品の出納及びその

他の会計事務

営業課 営業課長 営業係長 出納金の出納及び物品の出納

ＤＸ推進課
ＤＸ推進課長

情報システ

ム係長
収納金の収納及び物品の出納

安全推進課
安全推進課長

安全推進係

長
収納金の収納及び物品の出納

運転課
運転課長

運転保安係

長
収納金の収納及び物品の出納

姪浜乗務事務所 姪浜乗務事務

所長

教育指導係

長
収納金の収納及び物品の出納

橋本乗務事務所 橋本乗務事務

所長

教育指導係

長
収納金の収納及び物品の出納

駅務管理課
駅務管理課長

駅務指導係

長
出納金の出納及び物品の出納

技術課
技術課長

技術管理係

長
収納金の収納及び物品の出納

施設課 施設課長
機械設備係

長
収納金の収納及び物品の出納課長（建築設

備担当）

電気課 電気課長 電力係長 収納金の収納及び物品の出納

計画課 計画課長 計画係長 収納金の収納及び物品の出納

車両課 車両課長 計画係長 収納金の収納及び物品の出納

姪浜車両工場 姪浜車両工場

長
施設係長 収納金の収納及び物品の出納

橋本車両工場 橋本車両工場

長
施設係長 収納金の収納及び物品の出納

姪浜保守事務所 姪浜保守事務

所長
保線係長 収納金の収納及び物品の出納

橋本保守事務所 橋本保守事務

所長
保線係長 収納金の収納及び物品の出納

　　　附　則

　この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。
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